
令
和
七
年
度
は
六
月

か
ら
各
地
区
の
公
民
館
、

集
会
所
で
「
サ
ロ
ン
も

も
太
郎
」
を
開
催
し
て

き
ま
し
た
。

「
お
な
か
の
健
康
」

「
お
薬
の
は
な
し
」
等

の
座
学
や
「
音
楽
療
法
」

「
お
楽
し
み
イ
ベ
ン
ト
」

と
い
ろ
ん
な
催
し
を
行

い
ま
し
た
。
そ
の
中
で

今
、
世
界
中
で
流
行
っ

て
い
る
ｅ
ス
ポ
ー
ツ
を

開
催
し
ま
し
た
。

ｅ
ス
ポ
ー
ツ
と
は
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
ゲ
ー
ム

を
競
技
と
し
て
プ
レ
イ

す
る
ス
ポ
ー
ツ
の
こ
と

で
す
。
世
界
大
会
や
リ
ー

グ
戦
が
あ
り
、
プ
ロ
選

手
と
し
て
活
動
す
る
日

本
人
も
増
え
て
い
ま
す
。

も
も
太
郎
サ
ロ
ン
で

実
施
し
た
ｅ
ス
ポ
ー
ツ

は
「
太
鼓
の
達
人
」
と

い
う
ゲ
ー
ム
で
、
曲
に

合
わ
せ
て
テ
レ
ビ
画
面

を
見
な
が
ら
太
鼓
を
叩

く
簡
単
な
も
の
で
す
。

認
知
症
予
防
と
し
て
脳

の
活
性
化
、
仲
間
と
一

緒
に
楽
し
む
孤
立
防
止
、

「
で
き
た
！
」
と
い
う

成
功
体
験
、
孫
と
一
緒

に
遊
べ
る
世
代
交
流
な

ど
メ
リ
ッ
ト
が
た
く
さ

ん
あ
り
ま
す
。

参
加
さ
れ
た
方
々
も

「
最
初
は
何
か
分
ら
ん

だ
け
ど
、
楽
し
か
っ
た

わ
ぁ
！
」
「
で
き
た
ら

嬉
し
い
わ
ぁ
！
」
と
前

向
き
に
楽
し
ん
で
い
た

だ
き
ま
し
た
。
今
後
も

実
施
し
て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
の
で
、

ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。
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知
っ
て
る
？

ｅ
ス
ポ
ー
ツ
！

脳
ト
レ
、
世
代
交
流
、
仲
間
づ
く
り

百合が丘総合スポーツクラブさんにご指導いただく

民生委員・児童委員、主任児童委員

任期満了により民生‣児童委員、主任児童委員の

方々が代わられました。退任されます委員の皆様

本当にありがとうございました。今後も良きアド

バイザーとして、ご指導いただきますようよろし

くお願いいたします。

新しい民生‣児童委員、主任児童委員の皆様どう

ぞよろしくお願いします。

夏 見 川口 賀典
夏 見 武田 一夫
夏 見 森田 多津子
赤 坂 上村 洋児
瀬古口 吉岡 富久子
瀬古口 川北 敏代
箕曲中村 西森 美智子
主任児童委員 生田 俊子



箕
曲
小
学
校
創
立
一

五
〇
周
年
記
念
式
典
に

お
い
て
「
土
と
共
に
生

き
る
～
高
北
新
治
郎
物

語
」
を
紙
芝
居
語
り
で

紹
介
い
た
し
ま
し
た
。

箕
曲
小
学
校
の
卒
業

生
で
あ
る
高
北
新
治
郎

さ
ん
の
生
い
立
ち
か
ら

農
具
の
改
良
に
よ
り
農

作
業
の
効
率
化
に
成
功

し
、
株
式
会
社
タ
カ
キ

タ
の
前
身
と
な
る
高
北

農
機
製
作
所
を
創
立
、

名
張
市
名
誉
市
民
第
一

号
と
な
っ
た
功
績
等
を

紙
芝
居
に
し
ま
し
た
。

箕
曲
市
民
セ
ン
タ
ー

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
小

学
校
の
図
書
室
に
も
お

い
て
あ
り
ま
す
。

地
域
づ
く
り
委
員
会

の
ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
に
も

掲
載
し
ま
す
。
ど
う
ぞ

ご
覧
く
だ
さ
い
。
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テレビなどでご覧いただいていると思いますが、全国各地で大規模な林野火災が相次いで発

生しました。名張市では林野火災発生の対策として名張市火災予防条例を改正し、令和8年1月1

日から林野火災注意報‣警報の運用を開始しています。

火災発生防止のため、林野火災注意報発令時には下記の制限について努力義務が課せられ、

また林野火災警報発令時には下記の制限について義務が課せられます。

①山林、原野において火入れをしないこと。

②煙火(花火)を消費しないこと。

③屋外において火遊び又はたき火をしないこと。

④屋外においては引火性又は揮発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙しないこと。

⑤林野、原野等の場所で喫煙しないこと。

⑥残火(たばこの吸殻を含む)、取灰又は火粉を始末すること。

林野火災注意報発令時の「火の使用の制限」は罰則を伴わない努力義務ですが、一方で林野

火災警報は「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処すること

が消防法で定められています。

林野火災予防注意報‣警報が発令された場合は、名張市公式ホームページ、公式LINE、消防

署で掲出するのぼり等で周知されます。

林野火災注意報‣警報の有無にかかわらず、屋外においてたき火、どんと焼き、あぜ焼きな

どやむなく火気を取り扱う場合は、事前に消防署に届出書を提出し、水バケツや消火器等の火

災予防措置を取ってください。新年に入り残念ながら当地区や近隣において火災が発生してい

ます。草木の乾燥や強風のこの時期、十分な注意をお願いします。

昨年、文化祭と同日に皆さんのご協力、ご参加により盛大に祝い、喜びの式典を行うことが

できました。地域と共に学びや楽しみの行事、防災ベンチ、遊具、スポーツ施設の設置披露や

箕曲小150年の歩みを記録に残し、上映鑑賞もいただきました。事業は皆様のご協力により進め

させていただいています。これよりは子どもたちの読書の機会を広めるために図書室の充実を

実施します。箕曲小学校創立150周年事業へ今ひとしおのご協賛をお願いします。

協賛金のご協力、お問合せは箕曲市民センター【℡６３－０４５３】まで（平日９時～17時）

土
と
共
に
生
き
る

～
高
北
新
治
郎
物
語
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